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北広島市長 上 野 正 三 様 

 

 

北広島市監査委員 川 村   豊 

北広島市監査委員 桜 井 芳 信 

 

 

定例監査の結果に関する報告の提出について 

 

 

地方自治法第 199 条第 4 項の規定に基づき、下記部局の令和 5 年度定例監査

を実施したので、同条第 9 項の規定により、その監査の結果に関する報告を別

紙のとおり提出します。 

 

記 

 

監査実施部局 

【事務関係】 

1 企画財政部 

2 総務部（防災危機管理室含む） 

3 子育て支援部 

4 経済部（ボールパーク連携推進室含む） 

5 会計室 

6 水道部 

7 消防本部・消防署 

8 議会事務局 

9 選挙管理委員会事務局 

10 農業委員会事務局 

11 監査委員事務局 

12 北広島市及び石狩教育研修センター組合公平委員会事務局 
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 令和５年度 定例監査報告書（前期分） 

1 監査の期間 

令和５年１１月７日から令和５年１１月１７日 
 
2 監査実施部局 

企画財政部、総務部（防災危機管理室含む）、子育て支援部、経済部（ボールパーク連携

推進室含む）、水道部、会計室、消防本部、議会事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員

会事務局、監査委員事務局、北広島市及び石狩教育研修センター組合公平委員会事務局 
  
3 監査の内容 

(1) 監査の範囲 

① 令和５年４月１日から令和５年９月３０日までに執行された収入事務、支出事務、  

財産管理事務及びこれらに関連する事務。 

② 令和４年度定例監査実施対象期間後に執行された収入事務、支出事務、財産管理事務

及びこれらに関連する事務。 

(2) 監査の着眼点等 

財務に関する事務の執行及び経営に関する事務の管理が、関係法令等、予算等に   

基づき適正に執行されているかを着眼点とし、経済性、効率性及び有効性の観点から  

監査を実施した。 

(3) 監査の方法 

監査に当たっては、事前に提出された事務事業調書に基づき諸帳簿等の関係書類を徴集

し、関係法令、条例、規則等に基づき適正かつ効率的に執行されているかどうかについて

関係書類の確認、照合等の監査を行うとともに、関係職員から説明を聴取するなど、北広

島市監査基準に準拠して実施した。 
 
4 監査の結果  

監査の結果について、「企画財政部」及び「ボールパーク連携推進室」において、以下の

とおり指摘する法令等に違反する事案があった。 
 
 

また、部局別監査結果については、全般的におおむね適正に執行されていると認められた

が、一部において、適正に執行されていない事案が見受けられたことから、令和５年１２月

１９日に実施した所管部局への監査結果の講評において、部長・局長・室長宛てに指摘事項

を文書で通知するとともに指摘内容を説明し、改善措置を促した。なお、簡易な指摘事項に

ついては、監査の過程等において口頭等で指導を行っているため本報告では省略するが、今

後とも適正かつ効率的な事務の執行に努められるよう望むものである。 

【指摘事項】 

  経理事務手続きの失念により、請求のあった手数料（ふるさと納税手数料）及び

負担金（下水道事業受益者負担金）の支払期日が政府契約の支払遅延防止等に関す

る法律第10条に定める期限（15日以内）を超過する事案があった。支払遅延は市

の信頼を失墜させかねない行為である。今後、再発防止対策を図り、適正な事務の

執行に努められたい。            （企画財政部 ふるさと納税手数料） 

（ボールパーク連携推進室 下水道事業受益者負担金） 
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部局別監査結果は以下のとおりである。 

 

 

 

企画財政部 

（企画課（参事含む）、政策広報課、財政課、都市計画課、秘書課） 
 
 

 1 予算の執行 

予算の執行については、主として提出された「歳入及び歳出予算執行状況表（明細）」

と他の調書との数値の照合、現金及び準公金の取り扱いを対象として、関係書類を検査し

た結果、おおむね適正に執行されているものと認められた。 
 
 
 2 収入事務 

収入に関する事務については、主として交付金、使用料、財産収入及び寄附金を対象と

して、調定書、補助金等交付申請書等の関係書類を検査した結果、おおむね適正に執行さ

れているものと認められた。 
 
 
 3 支出事務 

支出に関する事務については、主として報酬、報償費、旅費、時間外勤務手当、契約、

補助金及び交付金の支出を対象として、支出負担行為書、支出命令書、出勤簿、賃金台

帳、旅行命令簿、時間外勤務命令簿、契約の施行決定書及び補助金等交付決定書等の関係

書類を検査した結果、市長指摘事項以外においては、おおむね適正に執行されているも

のと認められた。 
 
 

 4 財産管理事務 

財産に関する事務については、主として基金の管理状況、物品の管理状況を対象とし

て、備品台帳、公有財産の貸付申請書及び郵便切手類受払台帳等の関係書類を検査した

結果、おおむね適正に執行されているものと認められた。  
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総務部 

（総務課､職員課（参事含む）､ＤＸ推進課、税務課、債権管理課、参事（渉外担当）） 
 
 

 1 予算の執行 

予算の執行については、主として提出された「歳入及び歳出予算執行状況表（明細）」

と他の調書との数値の照合、現金及び準公金の取り扱いを対象として、関係書類を検査し

た結果、おおむね適正に執行されているものと認められた。 

 2 収入事務 

収入に関する事務については、主として市税、使用料、手数料、補助金及び財産収入を

対象として、調定書、補助金等交付申請書等の関係書類を検査した結果、おおむね適正に

執行されているものと認められた。 

 3 支出事務 

支出に関する事務については、主として報酬、報償費、旅費、交際費、食糧費、時間外

勤務手当、契約、負担金及び交付金の支出を対象として、支出負担行為書、支出命令書、

出勤簿、賃金台帳、旅行命令簿、現金出納簿、時間外勤務命令簿、契約の施行決定書及び

補助金等交付決定書等の関係書類を検査した結果、おおむね適正に執行されているもの

と認められたが、次のとおり一部指摘事項がみられた。 
 

 4 財産管理事務 

財産に関する事務については、主として物品の管理状況、公有財産の貸付状況を対象

として、庁用車管理台帳、備品台帳、公有財産の貸付申請書及び郵便切手類受払台帳等の

関係書類を検査した結果、おおむね適正に執行されているものと認められた。 

≪部長宛て指摘事項≫ 

委託契約業務等において、 

（1）予定価格調書を封緘しないで執行していたものがあった。    《DX 推進課》 

（2）入札行為により落札業者を決定しなければならないところ、見積合わせにより委

託業者を決定していたものがあった。                《総務課》 

（3）郵便での見積書提出にも関わらず、委任状が提出され代理人の押印のみで代表

者印がない見積書の提出となっていたものがあった。          《総務課》 

（4）長期継続契約の契約事務において、契約書に履行期間中に解約できる条項が記載

されていないものがあった。                    《総務課》 

（5）契約書に記載されている仕様書の添付がなされていないものが見受けられた。                  

《総務課》 

（6）契約書で委託期間は期間満了日の１か月前までに申し入れしなければ、契約を

継続する旨の記載があるにも関わらず、委託期間が未記入となっているものがあっ

た。                                《総務課》 

（7）修繕契約事務の少額施行決定書に起案年月日、決定年月日が未記入及び契約先か

らの完成通知書の未提出並びに受渡書、完成検査結果通知書が未作成のものがあっ

た。                                《総務課》 
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防災危機管理室 

（危機管理課、参事（復興支援担当）、参事（防災担当）） 
 
 

 1 予算の執行 

  予算の執行については、主として提出された「歳入及び歳出予算執行状況表（明細）」

と他の調書との数値の照合、準公金の取り扱いを対象として、関係書類を検査した結果、

おおむね適正に執行されているものと認められた。 
 
 
 2 収入事務 

収入に関する事務については、主として使用料、交付金、委託金及び諸収入を対象とし

て、調定書、補助金等交付申請書等の関係書類を検査した結果、おおむね適正に執行され

ているものと認められた。 
 
 
 3 支出事務 

支出に関する事務については、主として報償費、旅費、時間外勤務手当、契約、負担金

及び助成金の支出を対象として、支出負担行為書、支出命令書、出勤簿、旅行命令簿、時

間外勤務命令簿、契約の施行決定書及び補助金等交付決定書等の関係書類を検査した結

果、おおむね適正に執行されているものと認められたが、次のとおり一部指摘事項がみ

られた。 
 

 

 

 4 財産管理事務 

財産に関する事務については、主として物品の管理状況、公有財産の貸付状況を対象

として、備品台帳、公有財産の貸付申請書及び郵便切手類受払台帳等の関係書類を検査

した結果、おおむね適正に執行されているものと認められた。 

≪部長宛て指摘事項≫ 

委託契約事務において、契約書に記載されている仕様書の添付がなされていない

ものが見受けられた。                     《危機管理課》 
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子育て支援部 

（子ども家庭課、こども発達支援センター、すみれ保育園 

すずらん保育園、稲穂保育園、地域子育て支援センター） 
 
 

 1 予算の執行 

予算の執行については、主として提出された「歳入及び歳出予算執行状況表（明細）」

と他の調書との数値の照合、現金の取り扱いを対象として、関係書類を検査した結果、お

おむね適正に執行されているものと認められた。 
 
 
 2 収入事務 

収入に関する事務については、主として負担金、使用料、財産収入及び諸収入を対象と

して、調定書、補助金等交付申請書等の関係書類を検査した結果、おおむね適正に執行さ

れているものと認められた。 
 
 
 3 支出事務 

支出に関する事務については、主として報酬、報償費、旅費、食糧費、時間外勤務手

当、契約、負担金及び補助金の支出を対象として、支出負担行為書、支出命令書、出勤

簿、賃金台帳、旅行命令簿、時間外勤務命令簿、契約の施行決定書及び補助金等交付決定

書等の関係書類を検査した結果、おおむね適正に執行されているものと認められたが、

次のとおり一部において、指摘事項がみられた。 
 

 

 4 財産管理事務 

財産に関する事務については、主として物品の管理状況、公有財産の貸付状況を対象

として、備品台帳、公有財産の貸付申請書及び郵便切手類受払台帳等の関係書類を検査

した結果、おおむね適正に執行されているものと認められた。 

 

≪部長宛て指摘事項≫ 

(1)消耗品購入事務において、納品年月日の後に予算執行要求が起案されており、 

購入後に経理事務を行ったものが見受けられた。     《地域子育て支援センター》 

 

(2)委託契約事務において、設計書の算出金額の根拠としている参考金額資料の提

出者が不明瞭及び予算作成時に提出された見積書を用いて積算しているものがあ

った。                            《子ども家庭課》 

 

(3)少額の委託契約等事務において、設計書を作成せず見積合わせを執行し、後日 

設計書を作成したと思われるものが見受けられた。        《子ども家庭課》 

 

(4)補助金等事務において、支給決定通知書が市長名でなく課名で通知しているも

のが見受けられた。                 《地域子育て支援センター》 
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経済部 

（農政課、商工業振興課、観光振興課） 
 
 1 予算の執行 

   予算の執行については、主として提出された「歳入及び歳出予算執行状況表（明細）」

と他の調書との数値の照合、現金及び準公金の取り扱いを対象として、関係書類を検査し

た結果、おおむね適正に執行されているものと認められた。 
 
 2 収入事務 

収入に関する事務については、主として使用料、手数料、補助金、財産収入及び寄附金

の収入を対象として、調定書、補助金等交付申請書等の関係書類を検査した結果、おおむ

ね適正に執行されているものと認められた。 
 
 
 3 支出事務 

支出に関する事務については、主として報酬、報償費、旅費、時間外勤務手当、契約、

負担金、補助金、奨励金及び支援金の支出を対象とし、支出負担行為書、支出命令書、出

勤簿、旅行命令簿、時間外勤務命令簿、契約の施行決定書及び補助金等交付決定書等の関

係書類を検査した結果、おおむね適正に執行されているものと認められた。 
 
 
 4 財産管理事務 

財産に関する事務については、主として基金、物品の管理状況及び公有財産の貸付状

況を対象として、備品台帳、公有財産の貸付申請書及び郵便切手類受払台帳等の関係書

類を検査した結果、おおむね適正に執行されているものと認められた。 
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ボールパーク連携推進室 

（ボールパーク連携推進課） 
 
 

 1 予算の執行 

  予算の執行については、主として提出された「歳入及び歳出予算執行状況表（明細）」

と他の調書との数値の照合、準公金の取り扱いを対象として、関係書類を検査した結果、

おおむね適正に執行されているものと認められた。 
 
 
 2 収入事務 

収入に関する事務については、主として使用料、交付金、委託金及び諸収入を対象とし

て、調定書、補助金等交付申請書等の関係書類を検査した結果、おおむね適正に執行され

ているものと認められた。 
 
 
 3 支出事務 

支出に関する事務については、主として報償費、旅費、時間外勤務手当、契約、負担金

及び助成金の支出を対象として、支出負担行為書、支出命令書、出勤簿、旅行命令簿、時

間外勤務命令簿、契約の施行決定書及び補助金等交付決定書等の関係書類を検査した結

果、市長指摘以外において、おおむね適正に執行されているものと認められたが、次のと

おり一部指摘事項がみられた。 
 

 

 

 4 財産管理事務 

財産に関する事務については、主として物品の管理状況、公有財産の貸付状況を対象

として、備品台帳、公有財産の貸付申請書及び郵便切手類受払台帳等の関係書類を検査

した結果、おおむね適正に執行されているものと認められた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪部長宛て指摘事項≫ 

委託契約事務において、契約書に記載されている設計書等の添付がなされてい 

ないものが見受けられた。 
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水道部 

（経営管理課、水道施設課、下水道課） 
 
 

 1 予算の執行 

予算の執行については、主として提出された「歳入及び歳出予算執行状況表（明細）」

と他の調書との数値の照合、現金及び準公金の取り扱いを対象として、関係書類を検査

した結果、おおむね適正に執行されているものと認められた。 

 
 
 2 収入事務 

収入に関する事務については、主として給水収益、手数料及び負担金の収入を対象と

して、収入伝票、振込受領書等の関係書類を検査した結果、特に指摘すべき事項はみられ

なかった。 

 
 
 3 支出事務 

支出に関する事務については、主として報酬、旅費、時間外勤務手当、契約及び負担金

の支出を対象として、支出負担行為書、支出命令書、出勤簿、賃金台帳、旅行命令簿、時

間外勤務命令簿及び契約の施行決定書等の関係書類を検査した結果、おおむね適正に執

行されているものと認められた。 

 

 

 4 財産管理事務 

財産に関する事務については、主として物品の管理状況、公有財産の貸付状況を対象

として、備品台帳、公有財産の貸付申請書及び郵便切手類受払台帳等の関係書類を検査

した結果、おおむね適正に執行されているものと認められた。 
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会計室 

（契約課、参事（工事審査・検査担当）、会計課） 
 
 1 予算の執行 

予算の執行については、主として提出された「歳入及び歳出予算執行状況表（明細）」

と他の調書との数値の照合、現金の取り扱いを対象として、関係書類を検査した結果、お

おむね適正に執行されているものと認められた。 
 
 
 2 収入事務 

収入に関する事務については、主として財産収入を対象として、調定書等の関係書類

を検査した結果、おおむね適正に執行されているものと認められた。 
 
 
 3 支出事務 

支出に関する事務については、主として報酬、報償費、旅費、時間外勤務手当、契約及

び負担金の支出を対象として、支出負担行為書、支出命令書、出勤簿、旅行命令簿、時間

外勤務命令簿及び契約の施行決定書等の関係書類を検査した結果、おおむね適正に執行

されているものと認められた。 
 
 
 4 財産管理事務 

財産に関する事務については、主として物品の管理状況、公有財産の貸付状況及び有

価証券等の保管状況を対象として、備品台帳、公有財産の貸付申請書及び株券、出資証券

等の関係書類を検査した結果、おおむね適正に執行されているものと認められた。 
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消防本部・消防署 

 
 

 1 予算の執行 

予算の執行については、主として提出された「歳入及び歳出予算執行状況表（明細）」

と他の調書との数値の照合、準公金の取り扱いを対象として、関係書類を検査した結果、

おおむね適正に執行されているものと認められた。 
 
 
 2 収入事務関係 

収入に関する事務については、主として負担金、使用料、手数料及び財産収入の収入を

対象として、調定書等の関係書類を検査した結果、おおむね適正に執行されているもの

と認められた。 
 
 

 3 支出事務 

支出に関する事務については、主として報酬、報償費、旅費、食糧費、時間外勤務手

当、契約、負担金、補助金及び交付金の支出を対象として、支出負担行為書、支出命令

書、旅行命令簿、出勤簿、時間外勤務命令簿、契約の施行決定書及び補助金等交付決定書

等の関係書類を検査した結果、おおむね適正に執行されているものと認められたが、次

のとおり一部において、指摘事項がみられた。 
 

  

4 財産管理事務 

財産に関する事務については、主として物品の管理状況及び公有財産の貸付状況を対

象として、備品台帳、公有財産の貸付申請書及び郵便切手類受払台帳等の関係書類を検査

した結果、おおむね適正に執行されているものと認められた。 

≪部長宛て指摘事項≫ 

(1)補助金事務において、公印承認を受けずに、公印を使用しているもの又は公印を 

使用していないにもかかわらず、公印承認がされているものが見受けられた。 

 

(2)委託契約事務において、契約書に仕様書が添付されていないものが見受けられ 

 た。 

 

(3)修繕契約事務において、設計書作成時の参考見積書が設計書作成日及び決定日 

 以後の日付となっているなど、不適切な事務処理があった。 
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議会事務局 

 
 

 1 予算の執行 

予算の執行については、主として提出された「歳入及び歳出予算執行状況表（明細）」

と他の調書との数値の照合、準公金の取り扱いを対象として、関係書類を検査した結果、

おおむね適正に執行されているものと認められた。 
 
 
 2 支出事務 

支出に関する事務については、主として報酬、報償費、旅費、交際費、時間外勤務手

当、契約及び負担金の支出を対象として、支出負担行為書、支出命令書、出勤簿、賃金台

帳、旅行命令簿、現金出納簿、時間外勤務命令簿、契約の施行決定書及び補助金等交付決

定書等の関係書類を検査した結果、おおむね適正に執行されているものと認められたが、

次のとおり一部において、指摘事項がみられた。 
 
 

 
 
 3 財産管理事務 

財産に関する事務については、物品の管理状況を対象として、備品台帳、郵便切手類

受払台帳等の関係書類を検査した結果、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪部長宛て指摘事項≫ 

委託契約事務において、局長が作成すべき予定価格調書を次長が作成しているも

のが見受けられた。 
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選挙管理委員会事務局 

 
 

 1 予算の執行 

   予算の執行については、主として提出された「歳入及び歳出予算執行状況表（明細）」

と他の調書との数値を照合した結果、おおむね適正に執行されているものと認められた。 
 
 
 2 収入事務 

収入に関する事務については、主として委託金を対象としての関係書類を検査した結果、

おおむね適正に執行されているものと認められた。 
 
 
 3 支出事務 

支出に関する事務については、主として報酬、報償費、旅費、契約、使用料及び負担金

の支出を対象として、支出負担行為書、支出命令書、出勤簿、賃金台帳、旅行命令簿、契

約の施行決定書等の関係書類を検査した結果、おおむね適正に執行されているものと認

められたが、次のとおり一部において、指摘事項がみられた。 
 

 
 
 4 財産管理事務 

財産に関する事務については、物品の管理状況を対象として、備品台帳、郵便切手類

受払台帳等の関係書類を検査した結果、おおむね適正に執行されているものと認められ

た。 

 

≪部長宛て指摘事項≫ 

委託契約事務において、契約書に仕様書が添付されていないものが見受け   

られた。 
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農業委員会事務局 

 
 
 1 予算の執行 

予算の執行については、主として提出された「歳入及び歳出予算執行状況表（明細）」

と他の調書との数値の照合、準公金の取り扱いを対象として、関係書類を検査した結果、

おおむね適正に執行されているものと認められた。 
 
 
 2 収入事務 

収入に関する事務については、主として手数料の収入を対象として、調定書等の関係

書類を検査した結果、おおむね適正に執行されているものと認められた。 
 
 
 3 支出事務 

支出に関する事務については、主として報酬、旅費、時間外勤務手当、契約及び負担金

の支出を対象として、支出負担行為書、支出命令書、出勤簿、旅行命令簿、現金出納簿、

時間外勤務命令簿及び契約の施行決定書等の関係書類を検査した結果、おおむね適正に

執行されているものと認められたが、次のとおり一部において、指摘事項がみられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪部長宛て指摘事項≫ 

借上契約事務において、契約書で支払いは毎月払いとなっているものを、半年払

いで支払いをしていたものがあった。 
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監査委員事務局 

 
 
 1 予算の執行 

予算の執行については、主として提出された「歳入及び歳出予算執行状況表（明細）」

と他の調書との数値を照合した結果、おおむね適正に執行されているものと認められた。 
 
 
 2 支出事務 

支出に関する事務については、主として報酬、旅費及び負担金の支出を対象として、支

出負担行為書、支出命令書及び旅行命令簿等の関係書類を検査した結果、おおむね適正

に執行されているものと認められた。 
 
 
 3 財産管理事務 

財産に関する事務については、物品の管理状況を対象として、備品台帳等の関係書類

を検査した結果、おおむね適正に執行されているものと認められた。 

 

 

 

 

 

 

北広島市及び石狩教育研修センター組合公平委員会事務局 

 
 
 1 予算の執行 

予算の執行については、主として提出された「歳入及び歳出予算執行状況表（明細）」

と他の調書との数値を照合した結果、おおむね適正に執行されているものと認められた。 
 
 2 支出事務 

支出に関する事務については、主として報酬、旅費及び負担金の支出を対象として、旅

行命令簿、支出負担行為書及び支出命令書等の関係書類を検査した結果、おおむね適正

に執行されているものと認められた。 
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令和５年度 定例監査（工事関係）報告書 
 
 

監査の対象 建設部 

  

監査の範囲 令和５年度中に施工又は完成予定の工事 

  

監査の期日 令和５年９月２９日 

  

監査の結果 今回の監査は、「監査の範囲」のうちから、土木事務所移転整備事業を抽

出して、工事事務が関係法令等及び予算に基づき適正に執行されているかど

うかについて実施した。 

監査に当たっては、設計書、起工決定書、契約書等の関係書類を検査する

とともに、関係職員から工事の概要についての説明を聴取し、現地において

完成状況等の確認をおこなった。 

監査の結果、おおむね適正に執行されているものと認められた。 

 


